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交通対策特別委員会の中間報告 

 

本委員会は、令和５年第４回定例会において設置され、以来、前期における交通対策特

別委員会での成果を踏まえながら、高速鉄道３号線沿線のまちづくり、福岡都市圏におけ

る公共交通及び都心部（副都心及びウォーターフロント地区を含む）における道路交通の

円滑化について調査を続けてきた。 

調査の経過及び集約された意見は次のとおりである。 

なお、付託を受けた案件については、いずれもまだ多くの課題が残されているため、今

後も積極的に調査・検討を進めていく必要がある。 

 

１．高速鉄道３号線沿線のまちづくりに関する調査 

沿線のまちづくりについては、「３号線沿線まちづくり方針」に沿った取組状況につ

いて調査を行った。そのうち、橋本地区においては、駅周辺において交通結節機能の

強化と合わせて面的なまちづくりを推進することとしており、現在施行中の橋本駅前

土地区画整理事業については、区域内の都市計画道路の整備や、周辺の民間施設を活

用したパーク・アンド・ライドなどに取り組むこと、自転車駐車場については、先行

して供用されている駅前広場に隣接する形で、認知症の人にもやさしいデザインや市

内産の木材を取り入れ、供用を開始したとの報告を受けた。また、これまでの取組の

結果、３号線沿線に建物の立地が進み、居住人口や従業者数が全体として堅調な伸び

を示すなど、まちづくりについて一定の成果が見えてきたとの報告を受けた。 

高速鉄道３号線沿線のまちづくりについては、沿線の建築等の動向や周辺地域の住

民との協議を踏まえ、市民への情報発信や利便性の向上に留意するとともに、改定さ

れた都市交通基本計画に基づく新たな取組の進捗状況を踏まえながら、総合的な調査・

検討を進めていく必要がある。 

 

２．福岡都市圏における公共交通に関する調査 

高速鉄道２号線と西鉄貝塚線との直通運転については、路線を取り巻く状況や公共

事業評価に関する国の動向、これまでの検討内容について調査を行った。都市交通基

本計画の改定を契機として、路線を取り巻く状況の変化や国の事業評価手法の見直し

等を踏まえ、直通運転化の方策を検討していくとの報告を受けた。 

生活交通のあり方については、「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通

の確保に関する条例」に基づく施策などについて調査を行った。バス路線の休廃止対
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策については、代替交通の運行経費に補助を行っていること、不便地対策については、

地域での調査、検討経費、交通事業者が実施する運行経費に補助を行っていること、

生活交通確保支援については、地域と交通事業者間の調整などの活動支援を行ってい

るとの報告を受けた。また、オンデマンド交通社会実験での成果などを踏まえ、令和

７年度からは、公共交通不便地等における支援制度を拡充しており、同制度も活用し

ながら、地域の実情に応じた持続可能な生活交通の確保に取り組んでいくとの報告を

受けた。 

高速鉄道２号線と西鉄貝塚線との直通運転については、多くの沿線住民が要望する

長年の重要課題であり、西鉄貝塚線の混雑率が上昇傾向にあることからも、早期の実

現に向けて、より費用対効果や収支採算性の高い事業手法などについて、引き続き調

査・検討を進める必要がある。また、生活交通のあり方については、多様な交通手段

の特性等を踏まえながら、地域の実情に応じた持続可能な生活交通の確保に向けた取

組について、引き続き調査・検討を進めていく必要がある。 

 

３．都心部（副都心及びウォーターフロント地区を含む）における道路交通の円滑化に

関する調査 

交通混雑対策については、道路交通混雑の緩和、都心拠点間の交通ネットワークの

強化について調査を行った。都心部の交通混雑対策については、通過交通の分散や公

共交通の利用促進などに取り組んできた結果、流入交通量は年々減少しているものの、

依然として局所的な交通混雑が見受けられるとの報告を受けた。全市的な取組につい

ては、交通事業者と連携した公共交通利用促進、パーク・アンド・ライドの取組状況

について報告を受けた。都心部における取組については、フリンジパーキングの利用

状況や社会実験の実施、附置義務駐車場条例の特例制度の運用、インターネットを活

用した福岡市駐車場ナビ、都心循環ＢＲＴの運行状況などについて報告を受けた。 

交通混雑対策については、市民や企業、交通事業者、行政がより一層連携し、都心

部における道路交通混雑の緩和や都心拠点間の交通ネットワークの強化を図るための

施策などについて、引き続き調査・検討を進めていく必要がある。 


